
　　　

●シリーズ

豆 知 識

好
評
に
つ
き
、第
２
回
防
災
豆
知
識
ク
イ
ズ
、

全
問
正
解
に
再
度
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
！

⒀

【
防
災
知
識
ク
イ
ズ
】

問
題
１　

正
答
を
お
選
び
く
だ
さ
い

緊
急
地
震
速
報

①　

震
度
５
弱
以
上
の
揺
れ
が
予
想
さ
れ
た
時
に

発
せ
ら
れ
る
。

②　

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
７
以
上
の
地
震
発
生
時
に

発
せ
ら
れ
る
。

問
題
２　

正
答
を
お
選
び
く
だ
さ
い

①　

毛
布
や
炊
き
出
し
の
食
材
等
の
支
給
は
行
政

等
か
ら
受
け
る
が
、
避
難
所
で
の
生
活
の
運

営
は
自
主
防
災
会
を
中
心
に
避
難
者
自
身
が

運
営
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

②　

避
難
所
の
運
営
は
自
治
体
の
職
員
を
は
じ
め

関
係
機
関
の
職
員
が
す
べ
て
の
運
営
に
あ
た

る
べ
き
で
あ
る
。

問
題
３　

○
×
で
お
答
え
く
だ
さ
い

　

避
難
準
備
情
報
は
避
難
行
動
に
時
間
を
要
す
る

要
援
護
者
が
避
難
行
動
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
段
階
で
発
令
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

問
題
４　

○
×
で
お
答
え
く
だ
さ
い

　
「
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
」
の
被
害
想
定
で
は
、

県
下
で
３
万
１
３
０
０
人
の
死
者
が
想
定
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
被
害
を
軽
減
す
る
た
め
県

が
示
し
て
い
る
方
策
は
、
住
宅
の
耐
震
化

率
を
１
０
０
％
、
避
難
場
所
を
５
０
０
ｍ

以
内
に
設
置
、
即
避
難
率
を
１
０
０
％
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。

問
題
５　

正
答
を
お
選
び
く
だ
さ
い

　

南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
に
係
る
災
害
に

強
い
社
会
づ
く
り
条
例
（
県
条
例
）
で
は

「
自
助
・
共
助
・
公
助
」
を
基
本
に
、
関

係
者
が
連
携
し
て
震
災
対
策
を
推
進
す
る

と
し
て
い
る
。
災
害
時
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の

力
が
ど
の
割
合
に
な
る
と
一
般
的
に
言
わ

れ
て
い
る
か
。

①　

自
助
７
割
・
共
助
２
割
・
公
助
１
割

②　

自
助
６
割
・
共
助
３
割
・
公
助
１
割

問
題
６　

○
×
で
お
答
え
く
だ
さ
い

　

地
震
に
備
え
て
建
築
物
の
耐
震
性
が
重

要
な
課
題
で
あ
る
が
、
１
９
８
１
年
に
宮

城
県
沖
地
震
の
被
害
を
教
訓
に
し
て
建
築

基
準
法
が
改
訂
さ
れ
、
こ
の
法
律
と
そ
の

施
行
令
、
建
設
省
告
示
な
ど
で
規
定
さ
れ

た
耐
震
設
計
の
基
準
を
「
新
耐
震
基
準
」

と
し
て
い
る
。
新
耐
震
基
準
を
満
た
し
て

い
れ
ば
耐
震
性
は
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

【
回
答
・
説
明
】

問
題
１　

正
解
は
①
。
速
報
は
地
震
波
が
２
つ
の
観

測
点
以
上
で
観
測
さ
れ
、
最
大
震
度
が
５

弱
以
上
と
予
想
さ
れ
た
場
合
に
発
生
時
刻
、

震
源
の
推
定
値
、
発
生
場
所
の
震
央
地
名

が
発
表
さ
れ
ま
す
。
あ
わ
て
ず
に
ま
ず
身

の
安
全
を
確
保
し
て
く
だ
さ
い
。
徳
島
県

の
起
震
車
「
防
災
す
だ
ち
く
ん
」
や
徳
島

県
防
災
セ
ン
タ
ー
で
体
験
が
で
き
ま
す
。

問
題
２

正
解
は
①
。
避
難
所
で
は
で
き
る
だ
け
良

好
な
環
境
で
生
活
の
確
保
を
図
る
こ
と
が

大
き
な
課
題
で
す
。
大
規
模
災
害
で
は
自

治
体
職
員
、
消
防
隊
員
は
救
命
救
急
活
動

が
第
一
に
な
り
、
す
べ
て
の
避
難
所
の
運

営
に
対
応
し
て
い
く
の
は
困
難
で
す
。
で

き
る
だ
け
公
助
に
依
存
せ
ず
、
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
力
で
地
域
の
実
情
に
応
じ
た

避
難
所
の
運
営
を
行
え
る
体
制
づ
く
り
を

め
ざ
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

問
題
３

正
解
は
○
。
災
害
時
に
市
か
ら
「
避
難
準

備
情
報
」「
避
難
勧
告
」「
避
難
指
示
」
を

発
令
し
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
違
い
を
理
解

し
て
お
く
こ
と
が
自
ら
の
身
を
守
り
ま
す
。

準
備
情
報
は
避
難
を
呼
び
か
け
る
と
と
も

に
、
高
齢
者
、
障
が
い
者
等
災
害
時
要
援

護
者
に
対
し
て
早
め
の
段
階
で
避
難
行
動

を
開
始
す
る
こ
と
を
呼
び
掛
け
る
も
の
で

す
。

問
題
４

正
解
は
○
。
地
震
に
よ
る
建
物
崩
壊
、
土

砂
災
害
、
津
波
、
火
災
に
よ
る
個
別
の
死

者
数
を
想
定
し
、
耐
震
化
に
よ
る
減
少
、

即
避
難
率
の
向
上
、
５
０
０
ｍ
以
内
の
避

難
場
所
の
設
置
と
さ
ら
な
る
細
や
か
な
取

組
に
よ
り
死
者
ゼ
ロ
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

問
題
５

正
解
は
①
。
阪
神
・
淡
路
、
東
日
本
大
震

災
で
は
公
助
（
国
、
自
治
体
等
の
助
け
）

の
限
界
が
明
ら
か
に
な
り
、
自
助
・
共
助

（
地
域
住
民
等
の
助
け
合
い
）
に
よ
る
ソ

フ
ト
パ
ワ
ー
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま

し
た
。
東
日
本
大
震
災
で
は
本
来
被
災
者

を
支
援
す
べ
き
行
政
自
身
も
大
き
な
被
害

を
受
け
た
の
で
す
。
今
後
自
助
、
共
助
に

よ
る
防
災
活
動
を
更
に
推
進
し
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

問
題
６

正
解
は
×
。
１
９
８
１
年
に
耐
震
基
準
が

大
き
く
改
正
さ
れ
、
旧
基
準
の
震
度
５
程

度
に
耐
え
う
る
基
準
か
ら
６
強
以
上
の
地

震
で
倒
れ
な
い
住
宅
の
基
準
と
変
わ
っ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
建
物
内
の
人
間
の
安

全
確
保
に
も
主
眼
を
置
い
て
改
正
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
耐
震
基
準
は
あ
く
ま
で
も
現

時
点
で
の
技
術
レ
ベ
ル
に
基
づ
い
た
最
低

ラ
イ
ン
に
過
ぎ
な
い
の
で
大
地
震
に
対
し

て
の
耐
震
性
は
そ
れ
だ
け
で
十
分
と
は
言

え
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
は　

防
災
対
策
課
（
☎
22

−

９
１
９
１
）
へ
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